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独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センターにおける 

企業主導治験に係る監査の受入れに関する標準業務手順書 

 

  

第１条～第 7条 （略） 

 

 

（附則）この規程は平成 6年 7月 1 日より施行する。 

この規程は平成 10 年 5月 18 日より施行する。 

この規程は平成 10 年 10 月 1 日より施行する。 

この規程は平成 14 年 4月 1 日より施行する。 

この規程は平成 16 年 4月 1 日より施行する。 

当該手順書は平成 17 年 6月 1日より施行する。 

当該手順書は平成 19 年 11 月 1 日より施行する。 

当該手順書は平成 20 年 4月 15 日より施行する。 

当該手順書は平成 21 年 1月 30 日より施行する。 

当該手順書は平成 24 年 4月 1日より施行する。 

当該手順書は平成 29 年 1月 1日より施行する。 

当該手順書は平成 30 年 11 月 15 日より施行する。 

当該手順書は平成 31 年 4月 1日より施行する。 

 

独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院における 

企業主導治験に係る監査の受入れに関する標準業務手順書 

 

  

第１条～第 7条 （略） 

 

 

（附則）この規程は平成 6年 7月 1 日より施行する。 

この規程は平成 10 年 5月 18 日より施行する。 

この規程は平成 10 年 10 月 1 日より施行する。 

この規程は平成 14 年 4月 1 日より施行する。 

この規程は平成 16 年 4月 1 日より施行する。 

当該手順書は平成 17 年 6月 1日より施行する。 

当該手順書は平成 19 年 11 月 1 日より施行する。 

当該手順書は平成 20 年 4月 15 日より施行する。 

当該手順書は平成 21 年 1月 30 日より施行する。 

当該手順書は平成 24 年 4月 1日より施行する。 

当該手順書は平成 29 年 1月 1日より施行する。 

当該手順書は平成 30 年 11 月 15 日より施行する。 

 

 


